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�愛媛県告示第１６７０号
次のとおり落札者を決定した。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７１号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業を廃

止した旨の届出があった。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業を廃止した旨の届出があった。
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

地方税電子申告システム用機器
一式

愛媛県総務部管理
局税務課オンライ
ン管理係
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１７年８月３１日
ＮＥＣリース株式会
社 四国支店
高松市中野町２９番２
号

１，４１６，４５０円
（月額） 一般競争入札 平成１７年７月１９日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００５２１１１ 有限会社唐子浜介護センター
今治市東村三丁目１
番３８号 川 又 重 勝 児童居宅介護 有限会社唐子浜介護

センター
今治市東村三丁目１
番３８号

平成１７年
８月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１６９４号 平成１７年９月１６日

平成１７年９月１６日金曜日 第１６９４号

愛 媛 県 報

９１９
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平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７３号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

を廃止した旨の届出があった。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７５号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１０００５２１１３ 有限会社唐子浜介護センター
今治市東村三丁目１
番３８号 川 又 重 勝 身体障害者居

宅介護
有限会社唐子浜介護
センター

今治市東村三丁目１
番３８号

平成１７年
８月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２０００６７１１０ 有限会社唐子浜介護センター
今治市東村三丁目１
番３８号 川 又 重 勝 知的障害者居

宅介護
有限会社唐子浜介護
センター

今治市東村三丁目１
番３８号

平成１７年
８月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

田 口 敬 子 国立大学法人愛媛大学医
学部附属病院 東温市志津川 独立行政法人国立病院機

構愛媛病院 東温市横河原３６６番地 平成１７年
６月１日

上 村 重 喜 愛媛県立新居浜病院 新居浜市本郷三丁目１番
１号 市立八幡浜総合病院 八幡浜市大平１番耕地６３

８番地
平成１２年
４月１日

松 田 昌 三 西 条 市 立 周 桑 病 院 西条市壬生川１３１番地 松 田 循 環 器 科 内 科 西条市三津屋南１３－５０ 平成１７年
８月１日

藤 澤 義 人 医療法人弘友会加戸病院 大洲市若宮５４８ 大 洲 記 念 病 院 大洲市徳森１５１２－１ 平成１６年
４月１日

松 野 裕 介 愛媛県立南宇和病院 南宇和郡愛南町城辺甲２４
３３－１ 医療法人綮愛会石川病院 四国中央市上分町７３２番

地１
平成１７年
８月１日

佐 藤 元 通 町 立 吉 田 総 合 病 院 北宇和郡吉田町北小路甲
２１７番地 市 立 吉 田 総 合 病 院 宇和島市吉田町北小路甲

２１７番地 〃

甲 谷 孝 史 〃 〃 〃 〃 〃

佐 伯 克 哉 〃 〃 〃 〃 〃

大 下 祐 次 〃 〃 〃 〃 〃

松 野 敏 文 伊 予 診 療 所 伊予市米湊８１６番地 松野内科クリニック 伊予郡松前町大間１６６番
地１

平成１７年
９月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

じん臓・ぼうこう又は直腸機
能障害 泌 尿 器 科

社会福祉法人恩腸
財団済生会今治病
院

菅 本 隆 雄 今治市喜田村七丁目１番６号 平成
１７年６月３０日

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号

９２０
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�愛媛県告示第１６７６号
県営中山間地域総合整備事業鬼北２期地区（興野々山手工

区）の換地計画を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第

１９５号）第８９条の２第４項において準用する同法第８７条第５

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１７年９月１７日から平成１７年１０月６日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場

�������
�愛媛県告示第１６７７号
鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事業

・大宿地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦

覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農地保全事業・大宿地区）計画書

の写し

� 鬼北町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年９月２０日から１０月１９日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場

�������
�愛媛県告示第１６７８号
鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道路整

備事業・大宿地区）の施行は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用道路整備事業・大宿地区）

計画書の写し

� 鬼北町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年９月２０日から１０月１９日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場

�������
�愛媛県告示第１６７９号
鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排水

施設整備事業・大宿地区）の施行は、適当と認められるので

、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・大宿

地区）計画書の写し

� 鬼北町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年９月２０日から１０月１９日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場

�������
�愛媛県告示第１６８０号
鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（ため池等整備

事業・大宿地区）の施行は、適当と認められるので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（ため池等整備事業・大宿地区）計

画書の写し

� 鬼北町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１７年９月２０日から１０月１９日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場

�������
�愛媛県告示第１６８１号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１７年９月１６日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 町 立 津 島 病 院 野 本 裕 二 北宇和郡津島町大字高田丙１５番地 平成
１７年７月２７日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害

外 科 医療法人綮愛会石
川病院 塩 崎 隆 博 四国中央市上分町７３２番地１ 平成

１７年８月２日

聴覚・平衡・音声・言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科

国立大学法人愛媛
大学医学部附属病
院

河 野 尚 東温市志津川 平成
１７年８月３１日

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号

９２１



愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市大永山字須領スズ尾３４４の１、字鶴嘴３３９の１

（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び新居浜

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１６８２号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６８３号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

河 川 名 区 域

支流
倉谷川

右岸 西条市大字中野字船形乙１８３番１及び乙１
８３番２地先から同市大字中野字船形乙１５２
番１地先まで

左岸 西条市大字中野字船形乙１８２番５地先から
同市大字中野字船形乙１６３番１地先まで

支流
青木川

右岸 西条市大字津越字石平ヲトシ７１３６番２地先
から同市大字津越字谷端７１３１番３地先まで

左岸 西条市大字中野字船形乙１５番１１地先から同
市大字中野字船形乙１６番１地先まで

河 川 名 区 域

小支流
河舞川

右岸 宇和島市高串字河舞２番耕地２１４９番地先か
ら同市光満字蕨川甲４９５番２地先まで

左岸 宇和島市高串字河舞２番耕地２１４７番地先か
ら同市光満字紙漉甲４９４番２地先まで

小々支流
奥高串川

右岸 宇和島市高串字舟の川乙３６７番地先から同
市高串字嘉一田２番耕地１０４６番地先まで

左岸 宇和島市高串字舟の川乙３６６番地先から同
市高串字川原２番耕地７９８番４地先まで

小支流
谷川

右岸 宇和島市光満字石佛乙９５３番地先から同市
光満字鹿場甲９９１番３地先まで

左岸 宇和島市光満字石佛乙９６４番地先から同市
光満字長追甲１４６番地先まで

小支流
辰ヶ谷川

右岸 宇和島市光満字辰ヶ谷甲８３１番２地先から
同市光満字畔田甲８０２番７まで

左岸 宇和島市光満字辰ヶ谷甲８３１番１地先から
同市光満字畔田甲８０２番７まで

小支流
京の川

右岸 宇和島市光満字打越甲７４２番地先から同市
光満字出合甲６４９番１地先まで

左岸 宇和島市光満字打越甲７４１番１地先から同
市光満字畔田甲８００番２地先まで

支流
東谷川

右岸 宇和島市柿原字駄馬甲６９９番１地先から同
市柿原字内屋敷甲９４９番２地先まで

左岸 宇和島市柿原字駄馬甲７７４番２地先から同
市柿原字内屋敷甲９６１番２地先まで

支流
本田川

右岸 宇和島市柿原字駄馬甲６９９番１地先から同
市柿原字内屋敷甲９４９番２地先まで

左岸 宇和島市柿原字駄馬甲７７４番２地先から同
市柿原字内屋敷甲９６１番２地先まで

支流
谷ノ谷川

右岸 宇和島市柿原字杉の木甲１８２２番１地先から
同市柿原字小谷甲１９２１番２地先まで

左岸 宇和島市柿原字小谷甲１８８４番２地先から同
市柿原字堂子甲１９３０番１地先まで

小支流
間才川

右岸 宇和島市柿原字間才甲１５５５番７地先から同
市柿原字清水甲１４７１番１地先まで

左岸 宇和島市柿原字間才甲１５５４番１地先から同
市柿原字清水甲１４７２番１地先まで

小支流
花ナシ川

右岸 宇和島市伊吹町字花ナシ乙３６６番１地先か
ら同市伊吹町字花ナシ甲１４６８番１地先まで

左岸 宇和島市伊吹町字花ナシ甲１４４７番２地先か
ら同市伊吹町字花ナシ甲１４２７番１地先まで

支流
道免川

右岸 宇和島市伊吹町字笠松乙１３６番１地先から
同市伊吹町字道免甲１２３番２地先まで

左岸 宇和島市伊吹町字カツガヒラ乙３７番地先か
ら同市伊吹町字丸山乙４番１地先まで

単流
深泥川

右岸 宇和島市藤江字奥深泥１１９１番地先から同市
須賀通１５１番２地先まで

左岸 宇和島市藤江字奥深泥１２４２番１地先から同
市須賀通１４８番１地先まで

支流
長堀川

右岸 宇和島市長堀一丁目字川曽根甲３２５番１地
先から同市新田町字長堀乙１６８０番２地先ま
で

左岸 宇和島市長堀甲５４番１地先から同市新田町
一丁目字松崎乙１８５９番６地先まで

幹流
裡田川

右岸 宇和島市川内字水ヶ谷甲１２８８番１０地先から
同市新田町三丁目字長堀甲４３番地先まで

左岸 宇和島市川内字水ヶ谷甲１２６２番２地先から
同市長堀二丁目字長堀甲４４番地先まで

単流
斉藤部川

右岸 宇和島市山際四丁目字中汐田乙１６９７番１地
先から同市元結二丁目字丁田乙１７３３番６地
先まで

左岸 宇和島市新田町一丁目字長堀乙１６９４番１地
先から同市新田町一丁目字長堀乙１６８０番４
地先まで

支流
片川

右岸 宇和島市川内字片川甲２３３１番１地先から同
市川内字大黒田甲２１４２番地先まで

左岸 宇和島市川内字片川甲２３３０番地先から同市
川内字大黒田甲２１２５番１２地先まで

支流
草木川

右岸 宇和島市祝森字奥太場甲３２２７番地先から同
市祝森字カノム子甲３０８１番１地先まで

左岸 宇和島市祝森字奥太場甲３２２８番１地先から
同市祝森字屋根添甲３２５９番１地先まで

支流
野井川

右岸 宇和島市祝森字板ヶ谷甲４５０３番地先から同
市祝森字鍛冶屋川甲４０６７番２地先まで

左岸 宇和島市祝森字成ハツ甲４４９０番地先から同
市祝森字鍛冶屋川甲４０６６番地先まで

支流
石丸川

右岸 宇和島市祝森字本の畑甲６５３番２地先から
同市祝森字梶株甲６８０番２地先まで

左岸 宇和島市祝森字ケラ田甲５８４番３地先から
同市祝森字ジセキ甲５３８番１地先まで

幹流
大小浜川

右岸 宇和島市小浜２４６５番１地先から同市小浜２６
６５番２地先まで

左岸 宇和島市小浜２４６３番２地先から同市小浜２１
９８番２地先まで

幹流
高想川

右岸 宇和島市白浜４８１番４地先から同市白浜２
７４番６地先まで

左岸 宇和島市白浜４７９番１地先から同市白浜５
５６番１地先まで

幹流
白浦川

右岸 宇和島市白浜８番１地先から同市白浜９０番
１地先まで

左岸 宇和島市白浜８番２地先から同市白浜９８番
２地先まで

幹流
ヲモ田川

右岸 宇和島市石応６６６番１地先から同市石応５
５７番２地先まで

左岸 宇和島市石応６６５番地先から同市石応５６０
番２地先まで
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�愛媛県告示第１６８４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地１

代表者 愛媛県知事 加戸守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

埋立区域１

西予市三瓶町垣生字サルカクボ甲４８番１から同字家

ノ前甲１０７番１に至る地先公有水面

埋立区域２

西予市三瓶町垣生字前新地丙１番３から同字新地丙

１４番９に至る地先公有水面

イ 区域

埋立区域１

次の１点から４９点までを順次直線で結んだ線並びに

４９点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．３０メートル）における公有水面と陸との接する

線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字平畑下甲２８番４地先護岸

上に設置された金属鋲）は、北緯３３度２２分４８秒、東経

１３２度２４分３６秒の地点

１点は、基点から真北１５度０７分１８秒６２．９７メートル

の地点

２点は、１点から真北１０２度１２分２６秒０．９０メートル

の地点

３点は、２点から真北１２度０３分０８秒２８．７１メートル

の地点

４点は、３点から真北１２度０６分４１秒５．９５メートルの

地点

５点は、４点から真北１４度４３分３９秒５．００メートルの

地点

６点は、５点から真北１５度０５分１６秒５．００メートルの

地点

７点は、６点から真北１５度２６分２４秒５．００メートルの

地点

８点は、７点から真北１５度４７分４６秒５．００メートルの

地点

９点は、８点から真北１６度０９分０９秒５．００メートルの

地点

１０点は、９点から真北１６度２２分２３秒１．１９メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１０６度３５分５７秒２．２４メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１６度３４分５９秒４．７０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２８６度３５分５７秒２．２４メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１６度５５分４４秒５．００メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１７度１７分０６秒５．００メートルの

地点

１６点は、１５点から真北１７度３８分２９秒５．００メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１７度５９分５２秒５．００メートルの

地点

１８点は、１７点から真北１８度２１分１４秒５．００メートルの

地点

１９点は、１８点から真北１８度４２分３７秒５．００メートルの

地点

２０点は、１９点から真北１９度０３分５９秒５．００メートルの

地点

２１点は、２０点から真北１９度１９分１４秒２．１３メートルの

地点

２２点は、２１点から真北１９度２４分１４秒２９．９２メートル

の地点

２３点は、２２点から真北１９度２８分２０秒５．００メートルの

地点

２４点は、２３点から真北１９度２１分２０秒５．００メートルの

地点

２５点は、２４点から真北１８度５４分３６秒５．００メートルの

地点

２６点は、２５点から真北１８度０８分０８秒５．００メートルの

地点

２７点は、２６点から真北１７度０１分４５秒５．００メートルの

地点

２８点は、２７点から真北１５度３５分１０秒５．００メートルの

地点

２９点は、２８点から真北１３度４８分１２秒５．００メートルの

地点

３０点は、２９点から真北１１度４０分４９秒５．００メートルの

地点

３１点は、３０点から真北９度５８分３４秒２．１２メートルの

地点

３２点は、３１点から真北９８度２５分２８秒２．２６メートルの

地点

３３点は、３２点から真北８度２５分２８秒４．７１メートルの

地点

３４点は、３３点から真北２７８度２５分２８秒２．２６メートル

の地点

３５点は、３４点から真北６度１５分２９秒５．００メートルの

地点

３６点は、３５点から真北３度５９分１６秒５．００メートルの

地点

３７点は、３６点から真北１度４３分０３秒５．００メートルの

地点

３８点は、３７点から真北３５９度２６分４９秒５．００メートル

の地点

３９点は、３８点から真北３５７度１０分３６秒５．００メートル
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の地点

４０点は、３９点から真北３５４度５４分２３秒５．００メートル

の地点

４１点は、４０点から真北３５２度３８分０９秒５．００メートル

の地点

４２点は、４１点から真北３５０度２１分５６秒５．００メートル

の地点

４３点は、４２点から真北３４８度２９分１０秒３．２８メートル

の地点

４４点は、４３点から真北７２度１５分００秒３．６５メートルの

地点

４５点は、４４点から真北３４２度１５分００秒２９．００メート

ルの地点

４６点は、４５点から真北２５２度１５分００秒５．１１メートル

の地点

４７点は、４６点から真北３３４度１９分３８秒５．００メートル

の地点

４８点は、４７点から真北３３３度０２分４３秒５．００メートル

の地点

４９点は、４８点から真北３３２度１６分５９秒２．６３メートル

の地点

埋立区域２

次の５０点から９３点までを順次直線で結んだ線、９３点

と９４点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．３０メートル）における公有水面と陸との境界線、次

の９４点から１１３点までを順次直線で結んだ線並びに１

１３点と５０点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．３０メートル）における公有水面と陸との境界線

により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

５０点は、基点から真北２８４度２５分３６秒４９．１６メート

ルの地点

５１点は、５０点から真北２６０度３７分０３秒１．４８メートル

の地点

５２点は、５１点から真北２６０度３７分０３秒５．８４メートル

の地点

５３点は、５２点から真北２５９度１７分４８秒２．８１メートル

の地点

５４点は、５３点から真北２５９度１７分４８秒２．０５メートル

の地点

５５点は、５４点から真北２５７度４７分５２秒４．８３メートル

の地点

５６点は、５５点から真北２５５度５６分１０秒４．７９メートル

の地点

５７点は、５６点から真北２５３度４５分３３秒０．１９メートル

の地点

５８点は、５７点から真北２５３度４５分３３秒４．５６メートル

の地点

５９点は、５８点から真北２５１度１４分２３秒４．７８メートル

の地点

６０点は、５９点から真北２４８度４６分１５秒４．６４メートル

の地点

６１点は、６０点から真北２４５度５４分２３秒４．７０メートル

の地点

６２点は、６１点から真北２４３度０２分３０秒１．５７メートル

の地点

６３点は、６２点から真北２４３度０２分３０秒２．４０メートル

の地点

６４点は、６３点から真北２４３度０２分３０秒０．７２メートル

の地点

６５点は、６４点から真北２４０度１０分３７秒４．７０メートル

の地点

６６点は、６５点から真北２３７度１８分４３秒４．７０メートル

の地点

６７点は、６６点から真北２３４度２６分５０秒４．７０メートル

の地点

６８点は、６７点から真北２３１度３４分５６秒３．８８メートル

の地点

６９点は、６８点から真北２３１度３４分５６秒０．８１メートル

の地点

７０点は、６９点から真北２２８度４３分０２秒４．７０メートル

の地点

７１点は、７０点から真北２２５度５１分０９秒４．７０メートル

の地点

７２点は、７１点から真北２２２度５９分１５秒４．７０メートル

の地点

７３点は、７２点から真北２２０度０７分２２秒４．７０メートル

の地点

７４点は、７３点から真北２１７度１５分２９秒４．７０メートル

の地点

７５点は、７４点から真北２１４度２３分３５秒４．７０メートル

の地点

７６点は、７５点から真北２１１度３１分４２秒４．７０メートル

の地点

７７点は、７６点から真北２０８度３９分４８秒４．７０メートル

の地点

７８点は、７７点から真北２０５度４７分５５秒４．７０メートル

の地点

７９点は、７８点から真北２０２度５６分０２秒４．７０メートル

の地点

８０点は、７９点から真北２００度０４分０８秒４．２７メートル

の地点

８１点は、８０点から真北２００度０４分０８秒０．４３メートル

の地点

８２点は、８１点から真北１９７度２９分１７秒０．４１メートル

の地点

８３点は、８２点から真北１０３度０４分２５秒３．６４メートル

の地点

８４点は、８３点から真北１９１度２０分３４秒１．８０メートル

の地点

８５点は、８４点から真北２８３度０４分２５秒２．６２メートル

の地点

８６点は、８５点から真北１９１度２０分３４秒２０．０８メート

ルの地点
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８７点は、８６点から真北１０１度２０分３４秒２．６２メートル

の地点

８８点は、８７点から真北１９１度２０分３４秒０．９０メートル

の地点

８９点は、８８点から真北２８１度２０分３４秒４．４７メートル

の地点

９０点は、８９点から真北１８３度００分１１秒５．０３メートル

の地点

９１点は、９０点から真北１８０度００分５６秒４．７４メートル

の地点

９２点は、９１点から真北１７７度０９分０３秒４．７４メートル

の地点

９３点は、９２点から真北１７５度０２分３６秒２．２３メートル

の地点

９４点は、基点から真北２５２度０４分１５秒１５６．１４メート

ルの地点

９５点は、９４点から真北２０度１４分０９秒４．７８メートルの

地点

９６点は、９５点から真北２２度５６分０３秒５．４１メートルの

地点

９７点は、９６点から真北２５度４７分５６秒５．４１メートルの

地点

９８点は、９７点から真北２８度３９分４９秒５．４１メートルの

地点

９９点は、９８点から真北３１度３１分４３秒２．９６メートルの

地点

１００点は、９９点から真北３１度３１分４３秒２．４５メートル

の地点

１０１点は、１００点から真北３４度２３分３６秒５．４１メート

ルの地点

１０２点は、１０１点から真北３７度１５分２９秒５．４１メート

ルの地点

１０３点は、１０２点から真北４０度０７分２２秒５．４１メート

ルの地点

１０４点は、１０３点から真北４２度５９分１６秒５．４１メート

ルの地点

１０５点は、１０４点から真北４５度５１分０９秒１．８５メート

ルの地点

１０６点は、１０５点から真北４５度５１分０９秒３．５６メート

ルの地点

１０７点は、１０６点から真北４８度４３分０２秒５．４１メート

ルの地点

１０８点は、１０７点から真北５１度３４分５６秒５．４１メート

ルの地点

１０９点は、１０８点から真北５４度２６分４９秒５．４１メート

ルの地点

１１０点は、１０９点から真北５６度３５分００秒０．５０メート

ルの地点

１１１点は、１１０点から真北５６度３５分００秒２．１６メート

ルの地点

１１２点は、１１１点から真北３２７度２２分５３秒０．８３メー

トルの地点

１１３点は、１１２点から真北３２７度２２分５３秒２．５２メー

トルの地点

ウ 面積

埋立区域１ ２，５３８．１７平方メートル

埋立区域２ ２，１９３．１２平方メートル

合 計 ４，７３１．２９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

埋立区域１

西予市三瓶町垣生字平畑下甲２８番３から同字家ノ前

甲１０９番２に至る地先公有水面及び陸域

埋立区域２

西予市三瓶町垣生字家ノ前甲１０９番２から同字新地

丙１４番１２に至る地先公有水面及び陸域

イ 区域

埋立区域１

次の１点から１３点までを順次直線で結んだ線及び１３

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字平畑下甲２８番４地先護岸

上に設置された金属鋲）は、北緯３３度２２分４８秒、東経

１３２度２４分３６秒の地点

１点は、基点から真北１８度２６分４３秒１２．９５メートル

の地点

２点は、１点から真北１０２度０４分０８秒１１９．７９メート

ルの地点

３点は、２点から真北１８度２０分５６秒２０７．８２メートル

の地点

４点は、３点から真北４度２３分３６秒１５５．６２メートル

の地点

５点は、４点から真北２６１度４３分０５秒１５２．９１メート

ルの地点

６点は、５点から真北１６５度３６分２６秒５１．５２メート

ルの地点

７点は、６点から真北１８１度１１分０４秒３０．７７メート

ルの地点

８点は、７点から真北２８２度５６分１５秒６．８４メートル

の地点

９点は、８点から真北２０５度４９分１３秒１２．９４メート

ルの地点

１０点は、９点から真北２１６度３４分２５秒４６．００メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北１６８度５１分１３秒５０．８０メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北１９１度４６分２８秒８３．１５メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北１０２度０４分４５秒３．００メートル

の地点

埋立区域２

次の１４点から３１点までを順次直線で結んだ線及び３１

点と１４点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１４点は、基点から真北２５９度５８分２７秒１２．２０メート
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ルの地点

１５点は、１４点から真北１５９度２９分４４秒１５０．４０メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北２６１度４３分０５秒１５２．９１メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北３４１度５２分１１秒４３．５０メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北３３０度５５分４０秒３８．６５メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北３１０度２６分５２秒６．０１メートル

の地点

２０点は、１９点から真北３３９度００分３０秒１８．１９メート

ルの地点

２１点は、２０点から真北３５２度３４分３２秒１６．４８メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北１６度４６分５０秒３．０２メートルの

地点

２３点は、２２点から真北８６度１６分４３秒６．６２メートルの

地点

２４点は、２３点から真北３４８度２４分０５秒１４．８３メート

ルの地点

２５点は、２４点から真北２６２度３２分２３秒７．７１メートル

の地点

２６点は、２５点から真北３４６度０２分２１秒９．９６メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１６度３６分１８秒２４．３７メートル

の地点

２８点は、２７点から真北６９度３３分１５秒１８．２２メートル

の地点

２９点は、２８点から真北０度００分００秒７．２８メートルの

地点

３０点は、２９点から真北８０度２４分４３秒８８．８０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北１６９度１８分３１秒３２．０７メート

ルの地点

ウ 面積

埋立区域１ ４６，３９６．４２平方メートル

埋立区域２ ２６，００６．４８平方メートル

合 計 ７２，４０２．９０平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約４，２５０平方メートル

海岸保全施設用地 約 ３９０平方メートル

水路用地 約 ９０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１７年９月２日

�������
�愛媛県告示第１６８５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

西予市

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

代表者 西予市長 三好幹二

西予市宇和町山田２０６１番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西予市三瓶町垣生字前新地丙１番６から同字新地丙

１４番９に至る地先公有水面

イ 区域

次の１点から３５点までを順次直線で結んだ線並びに

３５点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．３０メートル）における公有水面と陸との境界線

により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２８４度２５分３６秒４９．１６メート

ルの地点

２点は、１点から真北２６０度３７分０３秒１．４８メートル

の地点

３点は、２点から真北２６０度３７分０３秒５．８４メートル

の地点

４点は、３点から真北２５９度１７分４８秒２．８１メートル

の地点

５点は、４点から真北２５９度１７分４８秒２．０５メートル

の地点

６点は、５点から真北２５７度４７分５２秒４．８３メートル

の地点

７点は、６点から真北２５５度５６分１０秒４．７９メートル

の地点

８点は、７点から真北２５３度４５分３３秒０．１９メートル

の地点

９点は、８点から真北２５３度４５分３３秒４．５６メートル

の地点

１０点は、９点から真北２５１度１４分２３秒４．７８メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２４８度４６分１５秒４．６４メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２４５度５４分２３秒４．７０メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２４３度０２分３０秒１．５７メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２４３度０２分３０秒２．４０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２４３度０２分３０秒０．７２メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２４０度１０分３７秒４．７０メートル

の地点

１７点は、１６点から真北２３７度１８分４３秒４．７０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２３４度２６分５０秒４．７０メートル

の地点

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号

９２６



１９点は、１８点から真北２３１度３４分５６秒３．８８メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２３１度３４分５６秒０．８１メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２２８度４３分０２秒４．７０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２２５度５１分０９秒４．７０メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２２２度５９分１５秒４．７０メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２２０度０７分２２秒４．７０メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２１７度１５分２９秒４．７０メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２１４度２３分３５秒４．７０メートル

の地点

２７点は、２６点から真北２１１度３１分４２秒４．７０メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２０８度３９分４８秒４．７０メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２０５度４７分５５秒４．７０メートル

の地点

３０点は、２９点から真北２０２度５６分０２秒４．７０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北２００度０４分０８秒４．２７メートル

の地点

３２点は、３１点から真北２００度０４分０８秒０．４３メートル

の地点

３３点は、３２点から真北１９７度２９分１７秒０．４１メートル

の地点

３４点は、３３点から真北１０３度０４分２５秒３．６４メートル

の地点

３５点は、３４点から真北６０度０２分１２秒１００．１３メートル

の地点

ウ 面積

２，２５９．２１平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西予市三瓶町垣生字家ノ前甲１０９番２から同字新地

丙１４番１２に至る地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線及び１８

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２５９度５８分２７秒１２．２０メート

ルの地点

２点は、１点から真北１５９度２９分４４秒１５０．４０メート

ルの地点

３点は、２点から真北２６１度４３分０５秒１５２．９１メート

ルの地点

４点は、３点から真北３４１度５２分１１秒４３．５０メート

ルの地点

５点は、４点から真北３３０度５５分４０秒３８．６５メート

ルの地点

６点は、５点から真北３１０度２６分５２秒６．０１メートル

の地点

７点は、６点から真北３３９度００分３０秒１８．１９メート

ルの地点

８点は、７点から真北３５２度３４分３２秒１６．４８メート

ルの地点

９点は、８点から真北１６度４６分５０秒３．０２メートルの

地点

１０点は、９点から真北８６度１６分４３秒６．６２メートルの

地点

１１点は、１０点から真北３４８度２４分０５秒１４．８３メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北２６２度３２分２３秒７．７１メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３４６度０２分２１秒９．９６メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１６度３６分１８秒２４．３７メートル

の地点

１５点は、１４点から真北６９度３３分１５秒１８．２２メートル

の地点

１６点は、１５点から真北０度００分００秒７．２８メートルの

地点

１７点は、１６点から真北８０度２４分４３秒８８．８０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１６９度１８分３１秒３２．０７メート

ルの地点

ウ 面積

２６，００６．４８平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地 約２，１９０平方メートル

水路用地 約 ７０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１７年９月２日

�������
�愛媛県告示第１６８６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

西予市土地開発公社

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地

代表者 西予市土地開発公社理事長 別宮 靜

西予市野村町旭３６６番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西予市三瓶町垣生字家ノ前甲１６８番３から同字前新

地丙１１番６に至る地先公有水面

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号

９２７



イ 区域

次の１点から２０点までを順次直線で結んだ線並びに

２０点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．３０メートル）における公有水面と陸との境界線

により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２５２度０４分１５秒１５６．１４メート

ルの地点

２点は、１点から真北２０度１４分０９秒４．７８メートルの

地点

３点は、２点から真北２２度５６分０３秒５．４１メートルの

地点

４点は、３点から真北２５度４７分５６秒５．４１メートルの

地点

５点は、４点から真北２８度３９分４９秒５．４１メートルの

地点

６点は、５点から真北３１度３１分４３秒２．９６メートルの

地点

７点は、６点から真北３１度３１分４３秒２．４５メートルの

地点

８点は、７点から真北３４度２３分３６秒５．４１メートルの

地点

９点は、８点から真北３７度１５分２９秒５．４１メートルの

地点

１０点は、９点から真北４０度０７分２２秒５．４１メートルの

地点

１１点は、１０点から真北４２度５９分１６秒５．４１メートルの

地点

１２点は、１１点から真北４５度５１分０９秒１．８５メートルの

地点

１３点は、１２点から真北４５度５１分０９秒３．５６メートルの

地点

１４点は、１３点から真北４８度４３分０２秒５．４１メートルの

地点

１５点は、１４点から真北５１度３４分５６秒５．４１メートルの

地点

１６点は、１５点から真北５４度２６分４９秒５．４１メートルの

地点

１７点は、１６点から真北５６度３５分００秒０．５０メートルの

地点

１８点は、１７点から真北５６度３５分００秒２．１６メートルの

地点

１９点は、１８点から真北３２７度２２分５３秒０．８３メートル

の地点

２０点は、１９点から真北３２７度２２分５３秒２．５２メートル

の地点

ウ 面積

１，２６１．０６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西予市三瓶町垣生字家ノ前甲１０９番２から同字新地

丙１４番１２に至る地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線及び１８

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２５９度５８分２７秒１２．２０メート

ルの地点

２点は、１点から真北１５９度２９分４４秒１５０．４０メート

ルの地点

３点は、２点から真北２６１度４３分０５秒１５２．９１メート

ルの地点

４点は、３点から真北３４１度５２分１１秒４３．５０メート

ルの地点

５点は、４点から真北３３０度５５分４０秒３８．６５メート

ルの地点

６点は、５点から真北３１０度２６分５２秒６．０１メートル

の地点

７点は、６点から真北３３９度００分３０秒１８．１９メート

ルの地点

８点は、７点から真北３５２度３４分３２秒１６．４８メート

ルの地点

９点は、８点から真北１６度４６分５０秒３．０２メートルの

地点

１０点は、９点から真北８６度１６分４３秒６．６２メートルの

地点

１１点は、１０点から真北３４８度２４分０５秒１４．８３メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北２６２度３２分２３秒７．７１メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３４６度０２分２１秒９．９６メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１６度３６分１８秒２４．３７メートル

の地点

１５点は、１４点から真北６９度３３分１５秒１８．２２メートル

の地点

１６点は、１５点から真北０度００分００秒７．２８メートルの

地点

１７点は、１６点から真北８０度２４分４３秒８８．８０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１６９度１８分３１秒３２．０７メート

ルの地点

ウ 面積

２６，００６．４８平方メートル

３ 埋立地の用途

公共施設用地 約１，１９０平方メートル

水路用地 約 ７０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１７年９月２日

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号

９２８
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�愛媛県告示第１６８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地１３２９番５から

同町平地１３４０番２まで

旧 ６．３～１３．１ ０．０５３

新 ９．５～１８．６ ０．０５３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地１３２９番５から

同町平地１３４０番２まで
平成１７年９月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 瀬田八多喜停車場線
大洲市上須戒丙２３番１９から

同市上須戒丙２３番１７まで

旧 ５．０～８．１ ０．１８０

新 １２．４～１５．７ ０．１８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 瀬田八多喜停車場線
大洲市上須戒丙２３番１９から

同市上須戒丙２３番１７まで
平成１７年９月１６日

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号

９２９
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�愛媛県告示第１６９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 瀬田八多喜停車場線 大洲市上須戒甲１１８１番４
旧 ４．２～７．５ ０．０６２

新 ４．８～１０．０ ０．０６２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 瀬田八多喜停車場線 大洲市上須戒甲１１８１番４ 平成１７年９月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
大洲市肱川町宇和川３４０４番３地先から

同町宇和川３４０４番２まで

旧 １２．５～１８．４ ０．１３０

新 １３．１～１９．２ ０．１３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
大洲市肱川町宇和川３４０４番３地先から

同町宇和川３４０４番２まで
平成１７年９月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 山鳥坂名荷谷線
大洲市肱川町中居谷１１０９番２から

同町中居谷１０９２番３まで

旧 ３．１～６．１ ０．１５５

新 ６．８～２３．２ ０．１６０

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号

９３０
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�愛媛県告示第１６９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂１９８１番５から

同町山鳥坂１９８０番７まで

旧 ３．８～６．４ ０．０７８

新 ５．１～１４．７ ０．０７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂１９８１番５から

同町山鳥坂１９８０番７まで
平成１７年９月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和高山線
西予市明浜町俵津１０番耕地７２４番７から

同町俵津１０番耕地７２４番２まで

旧 ８．２～３２．６ ０．１４８

新 １４．２～５７．２ ０．１５０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和高山線
西予市明浜町俵津１０番耕地７２４番７から

同町俵津１０番耕地７２４番２まで
平成１７年９月１６日

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号

９３１



��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１７０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和明浜線
西予市明浜町俵津２番耕地１２８５番２から

同町俵津２番耕地９６４番２まで

旧 ７．８～１７．８ ０．１１５

新 ２３．６～７５．８ ０．１０５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和明浜線
西予市明浜町俵津２番耕地１２８５番２から

同町俵津２番耕地９６４番２まで
平成１７年９月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町皆江１６７番１３から

同町皆江１６２番１４まで

旧 ７．８～２０．８ ０．２２２

新 １７．２～６９．８ ０．２２２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町皆江１６７番１３から

同町皆江１６２番１４まで
平成１７年９月１６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦字組地甲１５０７番５から

同市大浦字谷山丙１５８番１まで
平成１７年１０月３日

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号
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�愛媛県告示第１７０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都９３７番地先から

同町僧都９６５番２地先

旧 ３．４～８．０ ０．２３４

新 ９．０～１３．０ ０．２１９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都９３７番地先から

同町僧都９６５番２地先
平成１７年９月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町脇本６２０番から

同町脇本８０２番３地先まで

旧 ７．８～２８．２ ０．２３１

新 ４．２～３９．０ ０．２３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町脇本６２０番から

同町脇本８０２番３地先まで
平成１７年９月１６日

愛 媛 県 報平成１７年９月１６日 第１６９４号
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�愛媛県告示第１７１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７１１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年９月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字横浜甲１０番８から

同町北灘字横濱甲９番まで

旧 ６．２～１３．２ ０．０７０

新 ２０．２～２８．４ ０．０７０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字横浜甲１０番８から

同町北灘字横濱甲９番まで
平成１７年９月１６日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７西建管第７２９号

平成１７年９月２日

西条市朔日市字秋吉６３３番１乃至６３３番３、６３３番７、６３３番８、６３３
番１０乃至６３３番１５、６３３番１７乃至６３３番２５、６３４番１乃至６３４番４、６３３
番１地先農道、６３３番１３地先農道、６３３番１４地先農道、６３３番１５地先
農道及び６３３番２５地先農道

西条市神拝甲５１１番１０９
有限会社すばる
取締役 井 下 富士男
西条市神拝甲４６４番地７

首 藤 春 夫
西条市今在家４６番地１

山 川 英 紀

１７松局建（開）第３３号

平成１７年９月５日
伊予郡松前町大字筒井字唐新開１０３７番１

松山市生石町６４９番地１１
有限会社不動産シスコ
代表取締役 藤 縄 武

１７松局建（開）第３４号

平成１７年９月７日
伊予郡松前町大字出作字山王１９番７

松山市越智町２１１番地１
神 野 裕 士

平成１７年９月１６日 印刷
平成１７年９月１６日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円９３４
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